
 

 

 

平成２５年１２月定例会 

 

 

 

 

 

 

公立岩瀬病院企業団議会会議録 
 

 

 

 

 

 

 

平成２５年１２月２６日 



 －1－

平成２５年１２月公立岩瀬病院企業団議会定例会会議録 

平成２５年１２月２６日（木） 

 

議事日程第１号 

平成２５年１２月２６日（木曜日） 午前１０時００分 開議 

第１ 会期の決定 

第２ 会議録署名議員の指名 

第３ 議案第６号 公立岩瀬病院使用料及び手数料条例の一部を改正する条例 

第４ 議案第７号 公立岩瀬病院訪問看護ステーション設置条例の一部を改正する条例 

第５ 議案第８号 平成２５年度公立岩瀬病院企業団病院事業会計補正予算（第１号） 

 

出席議員（10名） 

１番 石堂正章 議員   ２番 須藤政孝 議員  ３番 円谷 寛 副議長 

４番 荒井裕子 議員   ５番 塩田邦平 議員  ６番 長谷部一雄 議員 

７番 加藤和記 議員   ８番 森 清重 議員  ９番 丸本由美子 議員 

   10番 菊地忠男 議長 

遅参通告議員 

なし。 

欠席議員 

なし。 

説明のため出席した者 

企業長      伊東幸雄     総院長      吉田直衛 

院長       三浦純一      

副院長兼看護部長 安達恵美子    事務長      菅野俊明      

医事課長     有賀直明     総務課長     塩田 卓 

病院建設対策室長 鎌田大輔 

欠席した者  

副院長兼循環器内科部長  大谷 弘 

 

 



 －2－

午前１０時００分 開会 

○議長（菊地忠男君） 

 皆さん、おはようございます。 

 ただいまより平成２５年１２月公立岩瀬病院企業団議会定例会を開催いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 出席議員は定足数に達しております。 

 本日の議事は、議事日程第１号をもって進めます。 

 この際、諸般の報告をいたします。 

 監査委員から、例月出納検査の結果報告書が提出されております。印刷の上、お

手元に配付しておりますので、ご了承願います。 

 これより議事に入ります。 

 日程第１、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 今期定例会の会期は、本日１日限りとしたいと思いますが、これにご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（菊地忠男君） 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、会期は本日１日限りと決しました。 

 日程第２、会議録署名議員の署名を行います。 

 会議録署名議員は、本会議規則第７７条の規定により、議長において、９番、丸

本由美子議員、１番、石堂正章議員、２番、須藤政孝議員を指名いたします。 

 この際、日程第３、議案第６号から日程第５、議案第８号までの議案３件を一括

して議題といたします。 

 あらかじめ、お願いいたします。説明・質問及び答弁に当たっては、自席で起立

の上、簡潔明確に発言され、会議の円滑な進行にご協力願います。 

 それでは、提出者から提案理由の説明を求めます。 

 企業長。 

○企業長（伊東幸雄君） 

 おはようございます。企業長の伊東でございます。よろしくお願いいたします。 
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 本日、平成２５年１２月公立岩瀬病院企業団議会定例会が招集されましたところ、

議員の皆様方には、平成２５年も残すところあとわずかとなりましたけれども、何

かとご多用のところご参集をいただきまして、ありがとうございました。厚く御礼

を申し上げます。 

 また、ことし１年賜りましたご支援、ご協力に対しましても、感謝を申し上げる

次第でございます。 

 さて、ただいま議題となっております議案第６号、公立岩瀬病院使用料及び手数

料条例の一部を改正する条例についてのほか、単行議案１件、補正予算１件の提案

理由の説明でございますけれども、これに先立ちまして、昨年度から５カ年計画で

策定しております「公立岩瀬病院中長期計画」を推進し、現在、全職員で改善・改

革に取り組んでおるところではございますけれども、これら病院事業につきまして、

前回の定例会議後の概要等について、主なものをご報告申し上げたいと思います。 

 初めに、東日本大震災からの復旧・復興事業についてでございます。 

 おかげさまをもちまして、本日議場としておりますけれども、この新外来棟が完

成をしまして、今月の１日に関係皆様のご臨席のもと、開所式を挙行し、翌２日か

ら外来診療を開始したところでございます。 

 病院にとりましては、半世紀単位の大事業ということになりますけれども、一日

も早い供用開始を目指しまして、震災後、建設環境が大変厳しい中ではございまし

たが、予定どおりこの日を迎えられましたことを、改めまして議員皆様のこの間の

ご支援に対しまして、感謝を申し上げます。ありがとうございました。 

 震災直後から、医療を継続して提供するために被災建物を暫定的に補強したり、

危険除去のための解体を進めるなど、必要な整備・補修を行ってまいりましたけれ

ども、このたびの新外来棟の竣工によりまして、今後は旧外来棟につきましてはこ

れを解体・撤去をし、今年度内の完了を目指して進めております。その後、駐車場

などの整備のための外構工事を連続的に進める計画としております。 

 なお、駐車場につきましては、解体後の外構工事の中で、約８０台程度の増設を

目指しておりまして、これによりまして完成しますと、総収容台数が２２０台程度

に拡充されるという計画となっております。ただ、この間、駐車場の運営につきま

しては、解体工事現場を挟んでの運用となりますので、安全確保のための防護柵な

どが設置されます。したがって使用可能な駐車台数が一時的に制限をされることと
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なりますので、この点、ご不便をおかけいたしますが、体の不自由な方の来院には

優先して使用いただける「おもいやり駐車場」の台数を増設したほか、正面玄関前

にはロータリーを設置し、患者さんの送迎に対応するなど、ご理解とご協力をいた

だきながら運用していきたいと思っております。 

 これで病院建物としての整備は一応の完成をみることとなりますが、先に整備を

しておりました新病棟とあわせ、一体的な運用の中で、より機能的に活用し、地域

から求められる高度、急性期医療を提供する中で、地域連携に努めながら地域完結

型医療を目指してまいります。 

 新外来棟の稼働に当たりましては、１階の総合案内、あるいは受付周り、そして

新たに導入いたしました自動精算機など、２階には外来がありますけれども、エレ

ベーターホール、そして各科外来の動線の要所要所に現在職員を配置しております。

また、ボランティアの皆様方のご協力もいただきながら、患者さんが新しい施設内

で戸惑いや不安を感じることのないよう、案内活動には特に力を入れて取り組んで

おるところでございます。 

 次に、病院経営の根幹となります常勤医師体制についてご報告を申し上げます。 

 本年１０月に福島県立医科大学、臓器再生外科学講座から、常勤医師１名が増員

となっております。一方、平成２３年度途中から、初期臨床研修を実施していた研

修医１名が初期の研修プログラムの全日程を終了し、１０月４日付をもって当院を

離れております。結果として、研修医を含めました常勤医師体制は２１名のままで

ございますので、増減はございませんが、即戦力となる常勤医師の増員という意味

では増員が図られたということになります。 

 また、来年１月から３月までの間、東日本大震災小児医療復興新生事務局という

ところからの支援として、沖縄県に在住する小児科医師が常勤医師として当院に勤

務をする予定となっております。このほか、現在、当院に勤務をしております医師

が産後休暇から引き続き育児休業の予定となっておりますので、福島医科大学のほ

うに医師の派遣をお願いしてきたところでございますが、こちらのほうも同じく１

月から常勤医師１名が新たに着任するということになっております。 

 更に、福島県立医科大学以外でございますが、関東圏の大学のほうにも訪問して

おりますが、こちらのほうは医師招聘活動の結果、非常勤ではございますけれども、

１０月３０日から日本医科大学小児科から毎週水曜日の外来診療の医療支援が開始
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されております。また、１１月７日からは東京医科歯科大学関連の小児科医による

毎週木曜日の外来診療支援が開始をされております。いずれも非常勤医師による医

療支援ということにはなりますが、これによりまして当院勤務医が入院診療に特化

できるなど、診療体制の充実につながっておるところでございます。 

 全国的な医師不足が叫ばれる中、特に福島県内での病院勤務を希望する医師が減

少しているという現状も、困難な状況に拍車をかけておりますが、どうしてもこの

医師体制の整備が地域医療にとって、また当院の経営にとっても最重要課題であり

ますので、引き続き医師招聘活動を強化して、また我々の得た情報については関係

機関へも提供しながら、病院の活動とあわせて、行政、地域とも連携を密にしなが

ら取り組んでまいりたいと考えております。 

 以上、申し上げましたけれども、今定例会には議案６号「公立岩瀬病院使用料及

び手数料条例の一部を改正する条例」、そして福島県地域医療再生臨時特例基金、

これを活用いたしまして、今回、地域医療連携ネットワークシステムを導入すると

いうことで、これにかかる経費を「平成２５年度公立岩瀬病院企業団病院事業会計

補正予算（第１号）」としても提案をしているところでございます。これらを含め

まして、単行議案２件、補正予算１件を提案しておりますので、詳細につきまして

は事務長のほうからご説明を申し上げます。慎重にご審議の上、速やかに議決を賜

りますようお願いを申し上げます。 

 最後になりますけれども、ことしも残りわずかとなりました。日一日と慌ただし

さが増しておりますけれども、議員各位のおかれましては健康に留意をされ、輝か

しい新年を迎えられますよう、衷心より祈念申し上げまして、挨拶とさせていただ

きます。 

 ありがとうございました。 

○議長（菊地忠男君） 

 事務長。 

○事務長（菅野俊明君） 

 それでは、ただいま議題となっております議案第６号から議案第８号までの議案

３件につきまして、提案理由をご説明申し上げます。 

 初めに、議案第６号「公立岩瀬病院使用料及び手数料条例の一部を改正する条

例」について、ご説明いたします。 
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 お手元に配付しております公立岩瀬病院使用料及び手数料条例の一部を改正する

条例をごらんください。平成２４年８月に成立した消費税法によりまして、平成２

６年４月１日から消費税及び地方消費税率が現在の５％から８％に引き上げられま

す。これに伴いまして、当院の自由診療料金について、８％に引き上げをいたした

く、これが使用料及び手数料条例の一部について改正するものであります。改正の

ほうは、別表を全部改正するものであります。添付書類であります新旧対照表をご

らんいただきたいと思います。右の欄が現在の料金でございます。左の欄が改正予

定の料金でございまして、１ページほか、表中にあります１００分の１０５とある

部分、これを１００分の１０８に改正し、また５％込みの金額で表示してあるもの

につきましては、８％込みの金額に改正するものであります。 

 ３ページの７（１）から４ページ（４）までは、非課税としておりますので、改

正はございません。 

 １０ページをごらんいただきたいと思います。この条例は、平成２６年４月１日

から施行するものでございます。経過措置として平成２６年４月１日以降に改正前

の料金の算定にかかる部分につきましては、従前の例によりまして５％の適用とな

ります。 

 次に議案第７号「公立岩瀬病院訪問看護ステーション設置条例の一部を改正する

条例」についてご説明いたします。 

 公立岩瀬病院訪問看護ステーション設置条例の一部を改正する条例のほうをごら

んいただきたいと思います。この条例につきましても、当院の訪問看護利用料金に

つきましては、８％に引き上げられるものでございます。改正要旨につきましては、

添付書類の新旧対照表をごらんいただきたいと思います。第４条の利用料金につい

て、（１）から（３）に規定する料金について、８％に改正するものであります。

この条例は、平成２６年４月１日から施行するものであります。 

 次に議案第８号「平成２５年度公立岩瀬病院企業団病院事業会計補正予算（第１

号）」これについてご説明いたします。 

 平成２５年度公立岩瀬病院企業団病院事業会計補正予算（第１号）をごらんくだ

さい。平成２５年度公立岩瀬病院事業会計予算について、収益的収入及び支出並び

に資本的収入及び支出について補正をするものでありますが、まず、１ページの当

初予算第２条第４号中に定めております資産購入費、これは什器、備品購入費外、
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１億２，０００万円、これを６，２７５万円増の１億８，２７５万円に改めるもの

であります。 

 ２ページの第４条の資本的収入及び支出、こちらをごらんください。建設改良費

６，２７５万円増としていますが、１つは福島県地域医療再生臨時特例基金補助事

業に基づきまして、地域医療連携ネットワークシステム導入の経費とその財源であ

る補助金５，７７５万円、これは１００％全額補助金で賄うものでございます。こ

れを計上するものであります。 

 地域医療連携ネットワークシステム事業は、名古屋大学医学部と遠隔画像診断の

ネットワークシステム整備を実施するものであります。この整備によりまして、名

古屋大学に脳卒中疑いの患者さんの画像を送り、当院での治療方針を指導いただく

ことができるものでございます。脳疾患の救急患者さんのうち、当院の内科で治療

の対応ができる症例を充実させることができます。 

 そして２つ目でございますが、現在、保有している公用車２台のうち、１台につ

きまして、車種はエスティマになりますが、平成１７年１月に購入、既に９年経過

しておりますが、走行距離１８万キロを超え、この秋口より故障も多くなってきて

おります。主にこの車のほうは医大の教授を初め、支援医師の送迎用に使用してお

ります。高速道路の走行も頻繁にしておりますが、医師送迎用の公用車としまして

は、甚だ安全性に不適格な状態となっておりますので、安全確保を最優先として、

これを廃車として、資産購入費として、新車を５００万円で購入したいとするもの

でございます。 

 この補正により、基本的収支にかかる不足額５００万円の財源につきましては、

過年度分損益勘定留保資金で対応することとしております。都合合わせて６，２７

５万円の資産購入費の増とするものであります。 

 次に第３条の収益的収入及び支出につきましても、１１月までの実績を踏まえま

して、必要な補正をするものですが、当初予算で予定しておりました分の執行残、

１億４００万円を補正減するものであります。 

 ３、４ページの補正予算実施計画、こちらをごらんください。まず、４ページの

支出につきまして、１１月までの実績をもとに執行残となった分、これを減額する

ものであります。１目、給与費につきましては、６，５００万円を減額、２目、材

料費は、薬品費、診療材料費と給食材料費を合わせて２，７５０万円の減額、３目、
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経費につきましては、１，１５０万円減額するものでございます。当初予算では、

医師招聘の取り組みを強化することによりまして、正職員の医師１９名体制、また

常勤の顧問医師及び研修医師合わせて５名体制の２４名体制を想定しています。ま

た、非常勤医師の外来支援も厚くなるよう積算しておりましたが、正職員の医師は

４月１８名よりスタートしております。５月からは１７名、１０月からは外科１名

増員によりまして、１８名体制、また常勤顧問医師及び研修医師は３名体制の合わ

せて２０名から２１名体制で、この間推移していくことによりまして、執行残がそ

の主な内容になります。 

 そのほか、１１月までの実績を今後の計画を精査しまして、所要の補正をするも

のであります。材料費につきましては、医薬品費、診療材料費と給食材料費につき

まして、入院患者数が当初予算よりも下回っていることに伴いまして、１１月まで

の実績として２，７５０万円減額、経費につきましても、１１月までの実績で１，

１５０万円減額するものであります。 

 あわせて３ページの収入ですが、本年１１月までの実績で、入院患者数が当初予

算を下回っております。その後、患者数は増加傾向にございますが、年度決算部分

においては当初予算を下回る見込みでございますので、これを１日平均入院患者数

を当初予算２００人から７人減の１９３人とし、これにより入院収益を１億４００

万円補正減額するものであります。 

 ７ページの資金計画の補正、これと８ページから９ページの予定貸借対照表の補

正、それら１０ページから１２ページの給与費明細書の補正につきましては、内容

のほうの説明は省略させていただきます。 

 以上、議案３件について、提案理由の説明を終わります。よろしくご審議のほど、

お願いいたします。 

○議長（菊地忠男君） 

 これより議案第６号「公立岩瀬病院使用料及び手数料条例の一部を改正する条

例」の質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（菊地忠男君） 

 質疑なしと認めます。 
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 これにて、質疑を終結いたします。 

 これより、議案第６号「公立岩瀬病院使用料及び手数料条例の一部を改正する条

例」を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案について、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（菊地忠男君） 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第７号「公立岩瀬病院訪問看護ステーション設置条例の一部を改正す

る条例」の質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（菊地忠男君） 

 質疑なしと認めます。 

 これにて、質疑を終結いたします。 

 これより、討論に入ります。 

 討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（菊地忠男君） 

 討論なしと認めます。 

 討論を終結いたします。 

 これより議案第７号「公立岩瀬病院訪問看護ステーション設置条例の一部を改正

する条例」を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案について、原案のとおり認定することにご異議ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（菊地忠男君） 

 異議なしと認めます。 

 これよって、本案は原案のとおり可決されました。 
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 次に議案第８号「平成２５年度公立岩瀬病院企業団病院事業会計補正予算」の質

疑に入ります。 

 質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（菊地忠男君） 

 質疑なしと認めます。 

 これにて、質疑を終結いたします。 

 これより、討論に入ります。 

 討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（菊地忠男君） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第８号「平成２５年度公立岩瀬病院企業団病院事業会計補正予算」

を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案については、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（菊地忠男君） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 これをもちまして、平成２５年１２月公立岩瀬病院企業団議会定例会を閉会いた

します。 

 ご苦労さまでした。 

  

   平成２５年１２月２６日 午前１０時３０分   閉会 


